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学校の休校・休業 

 

１ 概要 

  文部科学省からの全国一斉臨時休業の要請を受け、学校の一斉臨時休業を

実施した。一斉臨時休業時においては、必要に応じて登校（園）日を設け、学

習状況や健康状況など児童生徒の状況を把握した。また、園児、小学校低学年

及び特別支援学級の児童生徒等が自宅で過ごすことができない場合への対応

として、こうした児童生徒等に教室を開放して学校での受け入れを行う居場

所確保に向けた取組を実施した。 

  学校再開後は、分散登校・時差通学などを実施するとともに、保健所の積極

的疫学調査の結果及び助言を踏まえ、学校や地域の感染状況により臨時休業

を措置するなど初期対応を徹底し、学校における感染拡大防止に取り組んだ。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）令和元年度 

 ア 一斉臨時休業（一斉休校） 

  ・令和２年２月２７日、内閣総理大臣より３月２日から全国の学校で一斉

臨時休業をするよう要請する方針が示された。（報道）。 

  ・令和２年２月２８日、文部科学省から学校の全国一斉臨時休業の要請が

あった。 

  ・県立中学校・高等学校について、令和２年３月２日から学年末休業日前

日までを臨時休業とした。 

  ・県立特別支援学校は、教育活動を継続し、令和２年３月１９日を修了式

とし、翌３月２０日から学年末休業とした。 

    ※ スクールバスの運行、給食の食材の発注、放課後デイサービスとの

調整などから急な対応が難しいことに加え、家庭における対応が難

しい場合もあることから、教育活動を継続した。 

  ・市町村教育委員会へ市町村立小学校・中学校の臨時休業を要請した。 

 

（２）令和２年度 

 ア 一斉臨時休業（一斉休校） 

  ・県立中学校・高等学校について、令和２年４月１２日まで休業延長をし

た。 

  ・令和２年４月７日、埼玉県を含む７都府県で緊急事態宣言が発令され

た。 
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  ・県立中学校・高等学校について、令和２年５月６日まで臨時休業を延長

した（入学式のみ実施可）。 

  ・県立特別支援学校については、令和２年４月１０日まで教育活動を継続

し、４月１１日から５月６日までを臨時休業とした。 

  ・県立学校について、令和２年５月３１日まで臨時休業を延長した。 

  ・市町村教育委員会へ市町村立幼稚園・小学校・中学校の臨時休業を要請

した。 

 

 イ 登校（園）日の設定 

  ・市町村立小中学校等においては、新学年における新担任との顔合わせや

健康観察に加え、児童生徒の学習状況の確認、補習の実施、生徒指導を

適切に行う観点から、登校（園）日を設定し、必要最小限で実施した。 

  ・登校（園）は、学年や学級単位、あるいは地区単位とするなど、分散登

校（園）となるようにする。特に、幼児や低学年児童の安全確保を図っ

た。 

  ・教科書については、最初の登校日等に給与した。 

  ・県立特別支援学校では登校日を週１回設けた（～５月６日）。 

 

 ウ 居場所確保のための学校における子供の受け入れ 

  ・小学校低学年や特別支援学級の児童生徒等が自宅で過ごすことができな 

   い場合は、教室を開放して学校での受け入れを行った。その際、送迎に

ついては、保護者の責任とし、昼食についても各個人で持参させること

とした。 

  ・幼稚園は一人で家にいることができない年齢の幼児が利用していること 

   を踏まえ、感染拡大防止のための十分な対策を講じた上での預かり保育 

   の提供等を行った。 

  ・県立特別支援学校では、やむを得ない事情がある場合には、学校での受

け入れを行った。 

 

 エ 段階的な学校の再開 

  ・市町村立学校は以下について市町村教育委員会に要請した。 

   ①円滑な学校生活につなげるため、６月１日以降の学校再開に向けて、事 

    前に準備登校を行うこと。具体的な実施時期や期間は、各市町村教育委 

    員会が実情に応じて判断すること。 

   ②感染拡大を防止するとともに、児童生徒や保護者の不安を軽減するた 

    め、以下の段階に沿って学校を再開すること。 
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     第１段階 一定期間、分散登校により半日程度の教育活動を各児童

生徒に実施。 

          ただし、各市町村教育委員会が学校の運営状況や市町村

内の新規感染者数の状況、通常の教育活動の再開に係る

保護者の理解等を十分に参酌・評価しつつ、独自の判断を

することを妨げるものではない。 

     第２段階 通常の授業を再開。 

  ・県立学校は令和２年６月１日から学年等に分散した登校（分散登校）か

ら開始し、通常登校に向けて段階的に週あたりの登校日を増やした。 

    ⅰ ６月１日（月）から６月７日（日）まで、生徒１人につき週１回登

校 

    ⅱ 上記ⅰの状況を踏まえて、６月８日（月）から生徒１人につき週２ 

     ～５回登校・令和２年６月２２日から通常登校を開始した。 

 

 オ 保健所との連携による臨時休業 

  ・令和２年６月１６日、「新型コロナウイルス感染症に係る臨時休業の考え

方について」を通知し、新型コロナウイルス感染者や濃厚接触者の発生に

伴う、保健所との連絡による臨時休業の対応プロセスを示した。 
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（３）令和３年度 

 ア 緊急事態宣言（３回目）を踏まえた対応 

   県立高校は、夏季休業明けから分散登校・時差登校を実施した。 

 

 イ 県立学校の臨時休業の目安の策定 

  ・令和３年８月、保健所による積極的疫学調査の対象が陽性者本人や同居

家族等に重点化された。 

  ・令和３年８月３０日、学校を対象とした保健所による積極的疫学調査が

行われなくなったことから、学校設置者として「県立学校における当面

の臨時休業の目安」を策定し、「同一学級で複数の陽性者が発生した場

合」等に学級閉鎖を措置することとした。 

 

  ・令和３年１０月１日、緊急事態宣言（３回目）解除以降 

   陽性者発生時の初期対応（臨時休業）を徹底し、教育活動を実施した。 

 

（４）令和４年度 

 ア 感染状況を踏まえた県立学校の臨時休業の目安の改正 

  ・令和４年１０月１３日、感染状況を踏まえ、「県立学校における当面の臨

時休業の目安」を改正し、当該学級閉鎖の目安を「陽性者等が学級の 

１０％以上いる場合」等とした。 
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（５）令和５年度 

 ア ５類感染症移行に伴う県立学校の臨時休業の目安の改正 

  ・令和５年４月２８日、新型コロナウイルス感染症が５月８日から５類感

染症に移行されることに伴い、臨時休業の目安を改正し、学級閉鎖の目

安を「同一学級において、陽性者が発生し、かつ、体調不良者が合わせ

て１５～２０％以上いる場合」とした。 
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（６）年度別臨時休業措置件数 

 

 

３ 実施上の課題と対応 

  一斉臨時休業を実施するに当たっては、休業期間が長期間に渡ることも想

定し、保護者の状況を踏まえ、特に小中学校や特別支援学校の児童生徒の居場

所の確保を検討する必要があった。そのため、各学校においては登校日の設定

や、教室の開放による居場所として児童生徒の学校での受け入れを行った。 
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４ ＩＣＴの活用 

  ウェブ上で、日々、各家庭に児童生徒の体温などの健康状態や出欠席につい 

 て入力してもらうことで、学校における健康観察と合わせ、児童生徒の健康状 

 態を適切に把握し、陽性者発生等に伴う臨時休業措置等の初期対応を迅速に 

 行った。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  県立学校及び市町村教育委員会に対し、通知により周知した。一斉臨時休業 

 実施にあたっては、子供の居場所の確保に向けて放課後児童クラブなどに市 

 町村教育委員会などから学校における取組を共有し、連携を図った。 

 

６ 自己評価 

  一斉臨時休業の際にも、登校日等の設定により児童生徒の学びの継続や居

場所の確保に一定の配慮ができたほか、特別支援学校を一定期間継続したこ

とにより保護者負担の軽減が図れた。 

  学校ごとの臨時休業については、本県として臨時休業の目安を定め、学級閉

鎖等の臨時休業を迅速かつ的確に措置でき、初期対応の徹底が図れた一方、近

隣都県との間で目安に差異が生じ、保護者への説明に苦慮した。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  一斉臨時休業は、保護者の在宅が必要となり、外出の自粛やテレワークの促 

 進などの社会経済活動の制限と整合する必要がある。また、学校生活から離れ 

 ることによる児童生徒の様々な影響を十分に考慮する必要がある。今後は、コ 

 ロナ禍において整備が進んだ１人１台パソコン環境の活用による学びの保障 

 を進めつつ、一斉臨時休業の実施はより一層慎重に判断すべきである。 

  各学校の臨時休業措置に関しては、国において感染症の特性等を踏まえた 

 目安を示すべきである。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・学校保健安全法（昭和三十三年法律第五十六号） 

 ・「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校，中学校，高等学校及び

特別支援学校 等における一斉臨時休業について（通知）」（令和２年２月

２８日付け元文科初第 1585号） 

 ・「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び

特別支援学校等における臨時休業に伴う教育課程関係の参考情報について

（2月 28 日時点）」（令和２年２月２８日付け文部科学省事務連絡） 
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 ・「新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した

放課後児童クラブ等の活用による子どもの居場所の確保について（依

頼）」（令和２年３月２日付け元文科初第 1598号） 

 ・「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～

「学校の新しい生活様式」～」(令和２年５月２２日 Ver.1。令和５年５月

８日最終改正 文部科学省事務連絡）」 

 ・「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の改訂について」（令和

２年５月７日。以降随時改定。文部科学省事務連絡） 

 ・「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場

合の対応ガイドラインの送付について」（令和３年８月２７日。令和５年

５月８日最終改正 文部科学省事務連絡） 

 

９ 事業費・財源 

  なし 

 

10 ５類移行に伴う対応 

（１）５類感染症移行に伴う県立学校の臨時休業の目安の改正 

  令和５年４月２８日、新型コロナウイルス感染症が５月８日から５類感染 

 症に移行されることに伴い、臨時休業の目安を改正し、学級閉鎖の目安を 

 「同一学級において、陽性者が発生し、かつ、体調不良者が合わせて１５～ 

 ２０％以上いる場合」とした。 

 

（２）５類移行後の臨時休業措置件数（令和５年５月８日～９月末日まで） 
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学校における感染防止対策 

 

１ 概要 

  学校における感染防止対策や感染症が発生した場合の対応等について、国

の通知等を学校に周知するとともに、県として感染防止対策ガイドライン等

を策定し、学校において適切な感染症対策を実施した。実施に当たっては、児

童生徒・保護者向けのリーフレットなどを作成し、学校と家庭の連携を図った。 

  各学校においては、メリハリのあるマスクの着用、エアロゾル対策としての

効果的な換気等を徹底し、感染防止対策に取り組んだ。また、ワクチン接種に

対する適切な情報提供を行うとともに、接種を希望する児童生徒が接種しや

すい環境を整えた。 

  各学校において感染が広がるおそれがある場合などは臨時休業措置などの

初期対応を迅速に行うことで感染拡大防止を図った。また、感染症対策の専門

家による学校訪問やｅＭＡＴ for schoolを行い、学校における感染拡大事例

の原因等に対する専門家の意見を得て、各学校に共有することで、学校での感

染防止対策に活かした。 

  加えて、国の学校保健特別対策事業費補助金等を活用し、学校に対して感染

症対策の強化に必要な保健衛生用品や換気関係機器等の予算を確保・執行す

ることで、学校における感染症対策を適切に実施した。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）令和元年度 

  ・令和２年２月２７日、内閣総理大臣より３月２日から全国の学校で一斉

臨時休業をするよう要請する方針が示された。（報道）。 

  ・令和２年２月２８日、「新型コロナウイルス感染症の「指定感染症」へ

の指定を受けたことを踏まえ、学校における新型コロナウイルス感染症

発生時の報告について整理し、「『感染症及び食中毒の発生報告』の一部

変更について」により、学校において感染が確認された場合の報告手順

等について通知した。 

  ・令和２年３月２日、県立特別支援学校を除く県内の学校で一斉臨時休業

を実施した。 

  ・令和２年３月２４日、文部科学省通知「新型コロナウイルス感染症に対

応した学校再開ガイドライン」が発出され、同年３月１９日に出された

「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」を踏まえた学校の

感染症対策が示された。また、「新型コロナウイルス感染症に対応した
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臨時休業の実施に関するガイドライン」により、児童生徒等又は教職員

の感染が判明した場合の衛生主管部局との連携を含めた考え方等が示さ

れた。 

  ・令和２年３月２６日、県としてこれらの通知等を踏まえ、「学校の再開

に向けた準備方針」を策定し、基本的な感染症対策等について周知し

た。 

 

  ・学校の再開に向けた準備方針（抜粋） 

○ 基本的な感染症対策 

(1) 基本的感染対策の徹底 

・日常において、３つの条件（換気の悪い密閉空間、多くの人が密集、近距離での

会話や発声）が同時に重なることを徹底的に避ける。 

・十分な睡眠、適度な運動やバランスのとれた食事を心がけるよう指導する。 

・手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策を徹底するよう指導する。 

・健康観察を徹底して行う。（生徒及び教職員の毎朝の検温） 

(2) 発熱等の風邪の症状がみられる場合の対応 

・自宅で休養させる。 

・登校していた場合は、別室に待機後、帰宅させる。 

(3) 適切な環境の保持 

・教室のこまめな換気を行う。 

・昇降口等に消毒設備（アルコール消毒液など）の設置や、定期的な消毒（ドアノ 

 ブなど、多数の者が触れる場所を中心に）行う。 

(4) 来校者には、氏名や来校時間、連絡先等を記入させる。 

 

○ 臨時休業の実施にかかる考え方について 

 児童生徒等又は教職員の感染が判明した場合には，都道府県等の衛生主管部局と当 

該感染者の症状の有無，学校内における活動の態様，接触者の多寡，地域における感 

染拡大の状況，感染経路の明否等を確認しつつ，これらの点を総合的に考慮し，臨時 

休業の必要性について都道府県等の衛生主管部局と十分相談の上，実施の有無，規模 

及び期間について判断すること。 

 

（１）令和２年度 

  ・令和２年５月２２日、「県立学校版 学校再開にむけたガイドライン

（Ver.1）」及び「市町村立小中学校・義務教育学校版 学校再開にむけ

たガイドライン（Ver.1）」を発出。県立中学校・高等学校について、令

和２年６月１日から県立学校について分散登校・時差通学を活用しなが



 

313 

 

ら段階的に学校を再開する旨を通知するとともに、「彩の国 新しい学校

生活 ５つの安心宣言」（資料１）を策定し、学校再開にあたっての感染

症対策の周知・徹底を図った。 

  ・令和２年５月２２日、文部科学省策定「学校における新型コロナウイル

ス感染症に関する衛生管理マニュアル～「学校の新しい生活様式」～

(2020.5.22 Ver.1)」を各学校あて通知。 

  ※ 以後、各種マニュアル・ガイドラインは順次改訂・更新。 

  ・令和２年６月１２日、「県立学校の通常登校の開始について」を通知

し、同年６月２２日より通常登校を再開する旨を通知した。 

  ・令和２年６月１６日、「新型コロナウイルス感染症に係る臨時休業の考

え方について」を通知し、新型コロナウイルス感染者や濃厚接触者の発

生に伴う臨時休業の実施時の対応プロセス等を示した。 

 
 

  ・令和２年８月２８日、感染症対策リーフレット「２学期を元気に過ごすた

めの４つの約束」（資料２）を作成し、児童生徒・保護者に配布。 

  ・令和２年１０月２１日、広域感染症疫学・感染制御学等の専門家による学

校における新型コロナウイルス感染症の疫学解析(現地調査）を実施。陽

性者の発症日や行動歴等を踏まえ、感染伝播の推察を行い、感染拡大事例
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に対する考察と教訓を各学校に共有。 

  ・令和２年１２月２日、感染症対策リーフレット「コロナの冬を元気に乗

り越えるための５つの徹底」（資料３）を作成し、児童生徒・保護者に

配布。 

  ・令和３年１月７・８日、「緊急事態宣言に伴う学校の対応について」を

通知。県立学校における学校運営の基本方針「感染防止対策を徹底しな

がら教育活動を継続する」と定め、感染予防の更なる徹底を図った。 

 

  ・令和３年３月５日、「緊急事態宣言の期間延長に伴う学校の対応につい

て」を通知。新型コロナウイルス感染症防止対策チェックシートを配

付・活用することで、基本的な感染症対策の更なる徹底を図った。 

  ・令和３年３月１９日、「緊急事態宣言解除後の学校の対応について」を

通知。引き続き、学校運営の基本方針に基づき、感染予防等の徹底を 

図った。 

 

（３）令和３年度 

  ・令和３年４月１９日、「まん延防止等重点措置の実施に関する教育関係

の対応について」を通知。引き続き、学校運営の基本方針に基づき、感

染予防や登下校時の３密の回避等の徹底を図った。 

  ・令和３年４月２０日、「県立学校版 新型コロナウイルス感染防止対策

ガイドライン～令和３年度～」を発出。 

  ・令和３年４月２０日、感染症対策リーフレット「ゴールデンウィークを

迎えるにあたり」（資料４）を作成し、児童生徒・保護者に配布。 
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  ・令和３年６月１１～１８日、感染症対策の専門家による学校訪問（県立

学校３校）を実施。主に部活動時における感染防止対策に着目して専門

家からのアドバイス等をもらう。訪問結果は各学校に通知するととも

に、県教育委員会ページに公開し、活用した。 

  ・令和３年６月２２日、文部科学省からの「抗原検査簡易キット配布」を

受け、希望する学校に簡易キットを配付（１回目）。 

   なお、用途が限定的（登校後に発熱等の風邪の症状がある場合で、直ち

には医療機関を受診できない場合等）であり、その利用は限定的であっ

た。 

  ・令和３年７月１２日、感染症対策リーフレット「夏休みを迎えるにあた

り」（資料５）を作成し、児童生徒・保護者に配布。 

  ・令和３年７月２９・３０日、「緊急事態宣言に伴う学校の対応につい

て」を通知し、改めて基本的な感染防止対策の徹底を図った。 

  ・令和３年８月３０日、「県立学校における当面の臨時休業等の目安につ

いて」を発出。保健所による積極的疫学調査等が実施されない場合の臨

時休業の目安を周知した。 

 
 

  ・令和３年９月８日、文部科学省からの「抗原検査簡易キット配布」を受

け、希望する学校に簡易キットを配付（２回目）。 

  ・令和３年９月８日、「ｅＭＡＴ for school」による県立学校への支援開

始。 

  ・令和３年９月２７日、埼玉県ワクチン接種センターの対象年齢拡大を受
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け、児童生徒・保護者に対してチラシ（資料６）を作成・配付し、学校

における新型コロナワクチン接種に対する正しい理解の促進を図った。 

  ・令和３年１０月１日、感染症対策の専門家によるオンライン相談「ｅＭ

ＡＴ for school」の活用開始。 

   

  ・令和３年１２月１５日、「変異株に備えた学校における集団感染防止対

策について」を通知。また、感染症対策リーフレット「コロナに負け

ず、冬休みを元気に過ごそう！」（資料７）及び「感染予防の『かきく

けこ』」（資料８）を作成し、児童生徒・保護者に配布。 

  ・令和４年１月２０日、「まん延防止等重点措置に伴う学校の対応につい

て」を通知。オミクロン株を由来とする感染が学校において急拡大して

いることを踏まえ、感染防止対策等の周知・徹底を図った。（同年１月

２５日一部強化） 

 

 

  ・令和４年３月７日、新年度を迎えるに当たり、感染症対策リーフレット

「コロナに負けるな『さしすせそ』」（資料９）を作成し、児童生徒・保

護者に配布。 

  ・令和４年３月１７日、埼玉県養護教諭会とともに、 

  「学校における新型コロナウイルス感染防止対策 

   且つ動実践事例集～養護教諭の取組を中心として 

～」を作成・配布。 
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（４）令和４年度 

  ・令和４年４月２７日、「県立学校版 新型コロナウイルス感染防止対策

ガイドライン～令和４年度～」を発出。また、高等学校の部活動におけ

る感染拡大事例を踏まえ、感染症対策リーフレット「改めて…自分事と

捉え行動しよう！」（資料 10）を作成し、高等学校の生徒・保護者に配

布。 

  ・令和４年５月２６日、文部科学省通知を受け、「学校生活における児童

生徒等のマスクの着用について」を通知。 

  ・令和４年６月１０日、文部科学省通知を受け、「夏季における児童生徒

のマスクの着用等について」を通知。また、熱中症のリスクが高まる夏

季を迎えるにあたり、マスクに関するリーフレット「マスクの着脱、メ

リハリつけて！」（資料 11）を作成し、児童生徒・保護者に配布。 

  ・令和４年７月１４日、文部科学省通知を受け、「夏季休業に向けた新型

コロナウイルス感染症対策等について」を通知。感染症対策リーフレッ

ト「暑さとコロナに負けない夏休みの心得」（資料 12）を作成し、児童

生徒・保護者に配布。 

  ・令和４年７月１９日、「「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方

針」の変更等について」を通知。令和４年７月１４日開催の新型コロナ

ウイルス感染症対策分科会資料「感染拡大防止のための効果的な換気に

ついて」を踏まえ、二酸化炭素濃度測定器（ＣＯ２センサー）、サーキ

ュレータやＨＥＰＡフィルタ付き空気清浄機の活用等を周知。 
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  ・令和４年７月２８日、「夏季休業明け前における教職員への検査の実施に

ついて」を通知。夏季休業明けの感染拡大防止を目的として教職員を対象

とした抗原定性検査キットによる検査を実施。 

  ・令和４年９月５日、「新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための          

換気の徹底及びその効果的な実施について」を通知。 

  ・令和４年１０月３日、「感染防止取組推進キャンペーン」を開催。感染防

止対策に関するディスカッションの実施や公式キャッチフレーズの募集

を通じ、児童生徒の感染防止意識の向上を図ることで、一人一人が自主的

に考え、行動することを推進。 

  ・令和４年１０月１３日、「県立学校における当面の臨時休業等の目安につ

いて」を一部改正し、学級閉鎖の目安を「陽性者が発生し、かつ、体調不

良者と合わせて１０％以上いる場合」とした。 

 

  ・令和４年１１月９日、「冬季における新型コロナウイルス感染症及び季節

性インフルエンザの同時流行に備えた感染防止対策の徹底について」を

通知。同時流行を見据えた学校の感染防止対応等について周知。 
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  ・令和４年１１月２１日、保健医療部と連携し、高校３年生に対するワク

チン接種支援策としてワクチンバスによる出張接種実施を決定（県立学

校４校）。 

   ・和光国際高校（和光市）  ・秩父農工科学高校（秩父市） 

   ・松山高校（東松山市）   ・春日部高校（春日部市） 

  ・令和４年１２月２日、「マスクの着脱に係る児童生徒等への適切な対応

について」を通知。マスク啓発リーフレット「マスクをつけている人も 

マスクをつけていない人も」（資料 13）を作成し、児童生徒・保護者へ

配布。改めて感染症対策としてのメリハリのあるマスクの着脱等を周

知。 

  ・令和４年１２月２日、「『感染防止取組推進キャンペーン』に係る公式 

キャッチフレーズについて」を通知。公式キャッチフレーズは「守ろう 

よ みんなの笑顔 コロナから」に決定。 

 

  ・令和４年１２月１９日、「冬季休業期間における新型コロナウイルス等感

染症対策について」を通知。感染症対策リーフレット「感染防止の『まみ

むめも』」（資料 14）を作成し、児童生徒・保護者へ配布。 

  ・令和５年２月１３日、「卒業式における対応の変更等について」を通知。

文部科学省通知「卒業式におけるマスクの取扱いに関する基本的な考え

方について」を踏まえ、」児童生徒及び教職員については式典全体を通じ

てマスクを外すことを基本とすること」等を周知。 

  ・令和５年３月１７日、「新学期以降の学校におけるマスク着用の考え方の

見直し等について」を通知。文部科学省通知を受け、令和５年４月１日以

降は「児童生徒及び教職員については、学校教育活動に当たって、マスク

の着用を求めないことを基本とすること」等を周知。また、引き続きの効



 

320 

 

果的な換気の実施について周知。 

  ・令和５年３月２３日、「学年末・春季休業期間及び新学期における新型コ

ロナウイルス等感染症対策について」を通知。マスク啓発リーフレット

「学校生活もマスク不要が基本となりました」（資料 15）を作成し、児童

生徒・保護者へ配布。新学期以降の学校におけるマスク着用の考え方の見

直し等について」を通知。文部科学省通知を受け、令和５年４月１日以降

は「児童生徒及び教職員については、学校教育活動に当たって、マスクの

着用を求めないことを基本とすること」等を周知。また、引き続き、効果

的な換気を実施するよう周知。 

  ・令和５年３月３１日、「県立学校版 新型コロナウイルス感染防止対策

ガイドライン～令和５年度～」を発出。 

 

（５）令和５年度 

  ・令和５年４月２８日、「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令

の施行について」を通知。学校保健安全法施行規則の一部改正により、

感染した児童生徒の出席停止期間の基準が「発症した後５日が経過し、

かつ、症状が軽快した後１日が経過するまで」と規定されること等を周

知。 

  ・令和５年４月２８日、「５類感染症への移行後の学校における新型コロ

ナウイルス感染症対策について」を通知。文部科学省通知で示された

「感染が落ち着いている平時においては、児童生徒の健康状況の把握、

適切な換気、手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導以外の特段の感

染症対策を講じる必要がないこと」等を通知。 
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併せて、臨時休業の目安を改正し、学級閉鎖の目安を「同一学級におい

て、陽性者が発生し、かつ、体調不良者が合わせて１５～２０％以上い

る場合」とした。 

 

  ・令和５年５月８日、「県立学校版 新型コロナウイルス感染防止対策ガ

イドライン～令和５年度～」（令和５年５月８日改定）を発出。今後の

感染症対策等を周知。 

 

３ 実施上の課題と対応 

  学校において適切な感染症対策を実施するためには、教職員で情報交換を 

行い、共通理解を図るとともに、学校医や学校薬剤師と連携して取り組む必要

がある。また、学校における感染拡大防止を図るには、児童生徒一人一人が自

主的に考え、行動できるよう指導することと合わせ、児童生徒の健康状況の把

握や登校可否の判断等における家庭の協力が不可欠である。 

  そのため、体調不良者の登校自粛、メリハリのあるマスクの着用、換気の実 

 施などの学校における感染症対策の考え方や具体的な取組、出席停止や臨時 

 休業等の制度などについて、特に児童生徒・保護者に対してはわかりやすく 

 取組等を伝え、理解・協力を得ることが重要であることから、県独自に感染 

 症対策リーフレット等を作成・配布した。また、作成したリーフレット等は県 

 教育委員会ホームページに掲載し、広く周知を図った。 

 また、県立学校から県教育委員会へは、学校保健安全法に基づく、臨時休

業措置の報告（措置前日）、出席停止の人数報告（月例）以外に、陽性者発生

時に個人毎に発症日・陽性判明日・感染経路等の詳細な情報の報告（随時）を

求めており、学校における聞き取り等の負担が増加した。この報告は市町村

教育委員会にも県教育委員会への提出を依頼した。 

   

４ ＩＣＴの活用 

  県のホームページを活用した情報提供を行った。また、効果的な換気の実施 

 に向けた教職員向けの動画を作成し、各学校で研修を実施した。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  県立学校及び市町村教育委員会に対し、通知により周知した。また、実施に 

 当たって、児童生徒・保護者向けのリーフレットなどを作成し、各学校で配布 

 するとともに、県及び各学校のホームページに掲載し情報提供を行った。 
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６ 自己評価 

  学校と家庭が連携した感染症対策は一定程度図れたが、マスク着用につい 

 て、感染防止対策となり得る科学的根拠が不足したことから、メリハリのある 

 着脱に関して十分な理解を得ることが難しかった。 

  児童生徒を含む若年層のワクチン接種率は比較的低い推移であったととも 

 に、感染者の絶対数が多い時期には医療機関での迅速な検査が受けられない 

 状況もあった。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  感染症の特性等の知見が得られた際には、速やかに情報提供するとともに、 

 マスクの着用については、熱中症を含めた児童生徒への様々な健康影響につ 

 いて、エビデンスに基づき、必要な対応方針を速やかに示すべきである。 

  国においてワクチン接種に関する正しい情報を積極的に広報するとともに、 

 感染症流行初期段階で、国の責任において県立学校に一定の検査キットを配 

 備すべきである。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・学校保健安全法（昭和三十三年法律第五十六号） 

 ・学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令（令和５年文部科学省令第  

  22号。）（令和５年４月２８日公布。令和５月８日施行） 

 ・「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～ 

  「学校の新しい生活様式」～」(令和２年５月２２日付け文部科学省事務

連絡（最終改正 令和５年５月８日））」 

 ・「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の改訂について」（令和

２年５月７日付け文部科学省事務連絡（以降随時改定）） 

 ・「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を踏まえた

小学校、中学校及び高等学校等における新型コロナウイルス感染症への対

応に関する留意事項について（通知）」（令和３年１月８日付け２文科初第

１４６２号（以降随時改定）） 

 ・「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイド

ラインの改訂について（通知）」（令和３年２月１９日付け２文科初第 

１７６９号（以降随時改定）） 

 ・「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場

合の対応ガイドラインの送付について」（令和３年８月２７日付け文部科

学省事務連絡） 

 ・「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言等の終了を
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踏まえた小学校、中学校及び高等学校等における新型コロナウイルス感染

症への対応に関する留意事項について」（令和３年９月２８日付け文部科

学省事務連絡） 

 ・「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場

合の対応ガイドラインのオミクロン株に対応した運用に当たっての留意事

項について」（令和４年２月２日付け文部科学省事務連絡） 

 ・「オミクロン株が主流である間の当該株の特徴を踏まえた濃厚接触者の特

定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施に伴う学校に関する対応につ

いて」（令和４年３月１７日付け文部科学省事務連絡（以降随時改定）） 

 ・「学校生活における児童生徒等のマスクの着用について」（令和４年５月２

４日付け文部科学省事務連絡） 

 ・「夏季における児童生徒のマスクの着用について」（令和４年６月１０日付

け文部科学省事務連絡） 

 ・「卒業式におけるマスクの取扱いに関する基本的な考え方について（通

知）」（令和５年２月１０日付け４文科初第２１５３号） 

 ・「新学期以降の学校におけるマスク着用の考え方の見直し等について（通

知）」（令和５年３月１７付け４文科初第２５０７号） 

 

９ 事業費 

（１）令和２年度 

  事業名 「学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業」  

  予算額 令和２年度６月補正 ６２８，６６３千円 

  財 源 国庫補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  用 途 感染症対策用物品、学習保障（３密回避のＩＣＴ機器など） 

 

  事業名 「感染症対策等の学校教育活動継続支援事業」 

  予算額 令和２年度２月補正 ４２４，４０４千円 

  財 源 国庫補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  用 途 感染症対策用物品、学習保障（３密回避のＩＣＴ機器など） 

 

（２）令和３年度 

  事業名 「感染症対策等の学校教育活動継続支援事業」 

  予算額 令和３年度当初 １９８，９６３千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  用 途 学習保障（３密回避のＩＣＴ機器など） 
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  事業名 「学校等における感染症対策等支援事業」 

  予算額 令和３年度２月補正 ４８７，８００千円 

  財 源 国庫補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  用 途 感染症対策用物品、学習保障（３密回避のＩＣＴ機器など） 

 

（３）令和４年度 

  事業名 「感染症流行下における学校教育活動体制整備事業」 

  予算額 令和４年度２月補正 ４２４，４０４千円 

  財 源 国庫補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  用 途 発生対応支援（感染症対策用物品の補充等）、換気対策 

 

10 ５類移行に伴う対応 

 ・令和５年４月２８日、「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の 

施行について」を通知。学校保健安全法施行規則の一部改正により、感染

した児童生徒の出席停止期間の基準が「発症した後５日が経過し、かつ、

症状が軽快した後１日が経過するまで」と規定されること等を周知。 

 ・令和５年４月２８日、「５類感染症への移行後の学校における新型コロナ 

ウイルス感染症対策について」を通知。文部科学省通知で示された「感染

が 落ち着いている平時においては、児童生徒の健康状況の把握、適切な

換気、手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導以外の特段の感染症対策

を講じる必要がないこと」等を通知。 

 

  併せて、臨時休業の目安を改正し、学級閉鎖の目安を「同一学級におい

て、陽性者が発生し、かつ、体調不良者が合わせて１５～２０％以上いる

場合」とした。 
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 ・令和５年５月８日、「県立学校版 新型コロナウイルス感染防止対策ガイド

ライン～令和５年度～」（令和５年５月８日改定）を発出。国の省令改正や

衛生管理マニュアル改定を踏まえ、ガイドラインを改定し、通知した。 

 ・令和５年６月、以下の事項について国に要望した。 

  ①新たな変異株等の発生時は、当該感染症の特性等の知見の収集及び情報   

提供を行うとともに、特性等を踏まえた臨時休業の目安、児童生徒の出席   

停止の考え方及び学校教育活動に対する制限等、必要な対応方針をエビ   

デンスに基づき速やかに示すこと。 

  ②特別支援学校のスクールバスにおける感染リスクの低減を図るため、運   

行台数の増便等を行うための財政措置を継続的に行うこと。 

 ・令和５年６月８日、全国的に学校行事における新型コロナウイルス感染症

やインフルエンザの感染拡大事例が頻繁に発生したことを踏まえ、「学校

行事実施時の基本的な感染防止対策の徹底について（通知）」を発出。各

学校に注意喚起を行うとともに、文化祭等の学校行事実施時に留意すべき

事項を具体的に通知した。 

 ・令和５年６月１４日、県立高校において文化祭後に大規模な感染拡大事例

が発生し、県立高校２校に対する学校閉鎖措置を余儀なくされたことか

ら、「学校行事等における感染拡大の防止について（通知）」を発出。学校

閉鎖を措置した学校の行事実施状況等を踏まえ、改めて留意すべき事項を

示し、基本的な感染防止対策を徹底するよう通知した。 

 ・令和５年６月１６日、「新型コロナウイルス感染症に係る感染流行時の学校

の対応について（通知）」を発出。新たな変異株の発生など今後の感染拡大

に備え、国の通知等の「地域や学校において感染が流行している場合」につ

いて、県立学校における感染流行時への移行に係る考え方を予め示すとと

もに、感染が流行している場合に学校において活動場面に応じて一時的に

講じることが考えられる対策の検討・実施について通知した。 

 ・令和５年７月１８日、「学校行事実施における感染防止の工夫及び対策の徹

底について（通知）」を発出。夏季休業明けに多くの県立学校で文化祭、体

育祭などの学校行事が実施されることを踏まえ、行事の準備段階から各学

校の実情に合わせた効果的な感染防止対策が実施されるよう、検討できる

具体的な工夫・対策を例示した。 

 ・令和５年７月２６日、「新型コロナウイルス感染症に係る感染流行時の対応

への移行について（通知）」を発出。県全体の感染状況から、予め示した考

え方に基づき、感染流行時の対応に移行し、学校に対して注意喚起を行うと

ともに、「感染流行時」の対策について各学校の実情に応じて検討・実施を

行うよう通知した。 
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 ・令和５年８月２３日、「夏季休業明けの県立学校の感染拡大防止について 

（通知）」を発出。県全体の感染が増加傾向にあることから、夏季休業終

了後の学校再開に当たり、児童生徒及び教職員の安全を確保しながら、教

育活動を継続できるよう、感染防止対策の徹底を通知した。 

 ・令和５年９月８日、「学校行事等における感染拡大の防止について（通

知）」を発出。９月第１週に文化祭を実施した学校において感染拡大事例

が頻出したことから、学校において感染が拡大したケースを大きく３つの

ケースに分け、特に注意がすべき場面と対策例を示した。また、保健医療

部と連携し、「イベントでの感染対策のお願い」の報道発表を行い、県民

に対して、学校行事を含むイベントに来場する際の基本的な感染防止対策

への協力を呼び掛けた。 

 ・令和５年９月１５日、９月２０日から新型コロナワクチンの「秋開始接

種」が開始されるに当たり、県立学校及び市町村教育委員会に対して周知

を行った。 
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資料１（令和２年５月２２日） 
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資料２（令和２年８月２８日） 

 

資料３（令和２年１２月２日） 
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資料４（令和３年４月２０日） 

 

 

 

資料５（令和３年７月１２日） 
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資料６（令和３年９月２７日） 

 

資料７（令和３年１２月１５日） 
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資料８（令和３年１２月１５日） 

 

資料９（令和４年３月７日） 
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資料 10（令和４年４月２７日） 

 

資料 11（令和４年６月１０日） 
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資料 12（令和４年７月１４日） 

 

資料 13（令和４年１２月２日） 
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資料 14（令和４年１２月１９日） 

 
資料 15（令和５年３月２３日） 
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学校教育活動の制限 

 

１ 概要 

  学校における感染防止と教育活動の両立を図るため、学校行事や感染リス

クの高い教育活動など具体的な活動場面ごとに、感染状況等に応じて活動を

制限するなどの対策を講じた。 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）学習活動について 

  ア 令和２年度 

 ・緊急事態宣言（１回目）（令和２年４月７日～５月３１日） 

  ・一斉休校のため、家庭学習を提供するよう指示。 

  ・全ての教科・科目において、指導計画等を踏まえ、教科書及びそれと併

用できる教材等に基づく家庭学習を課すこと。 

  ・生徒の学習状況を随時把握すること。 

  ・ＩＣＴを最大限に活用すること。

・緊急事態宣言（１回目）解除（令和２年６月１日）後～令和２年９月２７日  

   歌唱・調理実習等、感染リスクの高い学習活動は当面の間、中止。 

 ・感染リスクの高い学習活動の中止の解除（令和２年９月２８日～） 

   「接触」「密集」の回避（身体的距離の確保）、マスク着用、換気の徹底を

前提に、感染リスクの高い学習活動の中止を解除。 

 ・緊急事態宣言（２回目）（令和３年１月８日～３月２１日） 

   歌唱・調理実習等、感染リスクの高い学習活動を中止。 

 ・緊急事態宣言（２回目）解除（令和３年３月２２日～） 

   感染リスクの高い学習活動を含め授業は感染症対策を徹底した上で実施。 

   

  イ 令和３年度 

 ・緊急事態宣言（３回目）延長（令和３年９月１日～９月３０日） 

   ２学期を迎えるにあたり、歌唱・調理実習等、感染リスクの高い学習活動

を中止。 

 ・緊急事態宣言（３回目）解除（令和３年１０月１日～） 

   感染リスクの高い学習活動を含め授業は感染症対策を徹底した上で実施。 

 ・まん延防止等重点措置（令和４年１月２１日～２月１０日（１月２６日から

一部強化）） 

  ・感染症対策を徹底した上で実施。 



336 

 

  ・１月２６日からは、歌唱・調理実習等、感染リスクの高い学習活動を中止。 

 ・まん延防止等重点措置解除以降（令和４年３月２２日～） 

   感染リスクの高い学習活動を含め授業は感染症対策を徹底した上で実施。 

 

（２）学校行事等について 

 ア 入学式及び卒業式、文化祭等の学校行事について 

 （ア）令和２年度 

  ・緊急事態宣言（１回目）（令和２年４月７日～５月３１日） 

    入学式は新入生・教職員のみとした。 

  ・緊急事態宣言解除（１回目）（令和２年６月１日）後～令和３年１月７日 

    授業時間の確保及び感染状況から、文化祭や体育祭等の学校行事につ

いては、延期又は中止を検討するよう指示した。 

  ・緊急事態宣言（２回目）（令和３年１月８日～３月２１日） 

   ・学年を超えて一堂に集まる行事は中止とした。 

   ・卒業式は、卒業生・教職員・保護者 1名までとした。 

  ・緊急事態宣言（２回目）解除（令和３年３月２２日～） 

   ・学年を超えて一堂に集まる行事は中止とした。 

   ・入学式は、新入生・教職員・保護者 1名までとした。 

 

 （イ）令和３年度 

  ・まん延防止等重点措置（令和３年４月２０日～８月１日） 

    文化祭は、一般公開を禁止とし、保護者の参加は学校判断とした。 

  ・緊急事態宣言（３回目）（令和３年８月２日～８月３１日（夏季休業

中）） 

    文化祭は、一般公開を禁止とし、保護者の参加は学校判断とした。 

  ・緊急事態宣言（３回目）延長（令和３年９月１日～） 

   ・始業式は、校内放送等で実施した。 

   ・文化祭は、在校生及び教職員のみの「校内公開」とし、保護者の参加

も不可とした。 

   ・開会行事・企画内容の工夫、感染防止の徹底を行った。 

  ・まん延防止等重点措置（令和４年１月２１日～２月１０日（１月２６日

から一部強化）） 

    卒業式は、卒業生・教職員・保護者 1名までとした。 

  ・まん延防止等重点措置延長（２月１０日～３月６日） 

   ・卒業式は、卒業生・教職員・保護者 1名までとした。 

   ・全校生徒が一堂に集まる行事は中止又は延期とした。 
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  ・まん延防止等重点措置再延長（令和４年３月７日～３月２１日） 

    卒業式は、卒業生・教職員・保護者１名までとした。 

  ・まん延防止等重点措置解除以降（３月２２日～） 

    卒業式及び令和４年度入学式は、卒業生（入学生）・教職員・保護者

１名までとした。 

 

 （ウ）令和４年度 

  ・令和４年度の対応（５月２５日～） 

    文化祭や体育祭等の学校行事の一般公開については、来場者の健康観

察の実施や必要に応じた人数制限を行うなど感染防止を徹底した上で、

実施可能とした。 

 

 イ 修学旅行等泊を伴う校外行事について 

 （ア）令和２年度 

  ・緊急事態宣言１回目（令和２年４月７日～５月３１日） 

    一斉休校のため実施なし。 

  ・緊急事態宣言解除（令和２年６月１日）後～令和３年１月７日 

    授業時間の確保及び感染状況から、延期・中止を検討するよう指示した。 

  ・緊急事態宣言２回目（令和３年１月８日～） 

    中止又は延期を含め、校長判断とした。 

 

 （イ）令和３年度 

  ・緊急事態宣言（３回目）延長（９月１日～９月３０日） 

    本県又は目的地が緊急事態宣言期間の場合は、中止又は延期とした。 

  ・緊急事態宣言（３回目）解除（１０月１日～）以降 

    目的地の状況等を踏まえ、校長判断とした。 

 

 ウ 遠足等泊を伴わない校外行事について 

 （ア）令和２年度 

  ・緊急事態宣言（１回目）（令和２年４月７日～５月３１日） 

    一斉休校のため実施なし。 

  ・緊急事態宣言（１回目）解除（令和２年６月１日）後～令和３年１月７日 

    授業時間の確保及び感染状況から、延期・中止を検討するよう指示した。 

  ・緊急事態宣言（２回目）（令和３年１月８日～） 

    中止又は延期を含め、校長判断とした。 
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 （イ）令和３年度 

  ・緊急事態宣言（３回目）延長（９月１日～９月３０日） 

    本県又は目的地が緊急事態宣言期間の場合、県境を越える行事は中止

又は延期とした。 

  ・緊急事態宣言（３回目）解除（１０月１日～） 

    目的地の状況等を踏まえ、校長判断とした。 

  ・まん延防止等重点措置（令和４年１月２１日～２月１０日（１月２６日

から一部強化）） 

   ・目的地の状況等を踏まえ、校長判断とした。 

   ・特に、県境を越える行事については、中止又は延期を含め、実施の可

否を判断するよう指示した。 

  ・まん延防止等重点措置延長（２月１０日～３月６日） 

    中止又は延期とした。 

  ・まん延防止等重点措置再延長（３月７日～３月２１日） 

    目的地の状況等を踏まえ、中止又は延期を含め、実施の可否を慎重に

判断するよう指示した。 

  ・まん延防止等重点措置解除後の段階的な対応（３月２２日～）以降 

    目的地の状況等を踏まえ、実施の可否を判断するよう指示した。 

 

 エ 部活動について 

 （ア）令和２年度 

  ・緊急事態宣言（１回目）（令和２年４月７日～５月３１日） 

    禁止とした。（関東大会・全国総合体育大会等も中止であった） 

  ・緊急事態宣言解除後移行期間（６月１日～６月２１日） 

    禁止とした。 

  ・通常登校再開（６月２２日～） 

   ・段階的に活動を再開した。 

   ・泊を伴う活動については、全国大会・コンクール等に出場する場合を

除き、校内外ともに行わない。 

    ①６月２２日～７月５日 

     平日３日各６０分程度。 

    ②７月６日～７月１９日 

     平日３日各６０分程度、且つ週休日１日９０分程度。 

    ③７月２０日～７月３１日 

     平日３日各９０分程度、且つ週休日１日１２０分程度。 

    ④８月１日～８月２４日（夏季休業中） 
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     平日４日各１８０分程度、且つ週休日１日１８０分程度。 

    ⑤８月２５日～ 

     『埼玉県の部活動に関する方針』に基づく部活動を実施。 

  ・緊急事態宣言（２回目）（令和３年１月８日～３月２１日） 

   ・１～２月は、原則中止とした。 

   ・３月８日～２１日の期間は、平日３日以内、１回９０分以内。 

   ・泊を伴う活動については、全国大会・コンクール等に出場する場合を

除き、校内外ともに行わない。 

  ・緊急事態宣言（２回目）解除（３月２２日～） 

   ・段階的に活動した。 

   ・泊を伴う活動については、全国大会・コンクール等に出場する場合を

除き、校内外ともに行わない。 

    ①３月２２日～３月２８日 

     平日４日以内、１回１２０分以内。 

    ②３月２９日～ 

     『埼玉県の部活動に関する方針』に基づく部活動を実施。 

 

 （イ）令和３年度 

  ・まん延防止等重点措置（４月２０日～８月１日まで） 

   ・泊を伴う活動については、全国大会・コンクール等に出場する場合を

除き、校内外ともに行わない。 

   ・４月２８日～５月１１日の期間は、７日以内、１回１２０分程度に制

限。 

  ・緊急事態宣言（３回目）（８月２日～８月３１日（夏季休業中）） 

    泊を伴う活動については、全国大会・コンクール等に出場する場合を除

き、校内外ともに行わない。 

   ①８月２日～８月１５日 

    週４日以内、練習試合は２校のみとした。 

    練習試合などの校外活動は県内のみ可とした。 

   ②８月１６日～８月３１日 

    週２日以内、練習試合は２校のみとした。 

    練習試合等の校外活動は禁止とした。 

  ・緊急事態宣言（３回目）延長（９月１日～９月３０日） 

   ・平日のみ２日、９０分以内とした。 

   ・練習試合等の校外活動は禁止とした。 

   ・泊を伴う活動については、全国大会・コンクール等に出場する場合を
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除き、校内外ともに行わない。 

  ・緊急事態宣言（３回目）解除（１０月１日～） 

    段階的に活動した。 

   ①１０月１日～１０月１５日 

    平日４日のみ、１２０分以内とした。 

    練習試合等の校外活動は禁止とした。 

    泊を伴う活動については、全国大会・コンクール等に出場する場合を除

き、校内外ともに行わない。 

   ②１０月１６日～ 

    『埼玉県の部活動に関する方針』に基づく部活動を実施。 

    練習試合等の校外活動は可とした。 

    泊を伴う活動については、実施の可否を校長が慎重に判断するよう指 

示した。 

  ・まん延防止等重点措置（令和４年１月２１日～２月１０日（１月２６日

から一部強化）） 

   ・平日４日のみ、１２０分以内とした。 

   ・１月２６日からは、平日２日のみ、９０分以内とした。 

   ・練習試合等の校外活動は禁止とした。 

   ・泊を伴う活動については、全国大会・コンクール等に出場する場合を

除き、校内外ともに行わない。 

   ・全国大会等の出場時は、ＰＣＲ検査を推奨した。 

   ・陽性者が確認された場合は、原則１週間の活動自粛とした。 

  ・まん延防止等重点措置延長（２月１０日～３月６日） 

   ・平日２日、９０分以内とした。 

   ・全国大会等の出場時は、ＰＣＲ検査を推奨した。 

   ・練習試合等の校外活動は禁止とした。 

   ・泊を伴う活動については、全国大会・コンクール等に出場する場合を

除き、校内外ともに行わない。 

   ・陽性者が確認された場合は、原則１週間の活動自粛とした。 

  ・まん延防止等重点措置再延長（３月７日～３月２１日） 

   ・陽性者が確認された場合は、原則１週間の活動自粛とした。 

   ・３月７日～２１日の期間は、平日４日、１２０分以内とした。 

   ・練習試合等の校外活動は禁止とした。 

   ・泊を伴う活動については、全国大会・コンクール等に出場する場合を

除き、校内外ともに行わない。 
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  ・まん延防止等重点措置解除後の段階的な対応（３月２２日～） 

   ・『埼玉県の部活動に関する方針』に基づく部活動を実施。 

   ・練習試合等の校外活動、県外での活動等は、慎重に判断するよう指示

した。 

   ・春季休業期間中は、合宿等禁止とした。 

 

 （ウ）令和４年度 

   『埼玉県の部活動に関する方針』に基づく部活動を実施。 

 

 オ 無料ＰＣＲ検査等の受検について 

   部活動において県外の大会やコンクール等に出場する際には、原則とし

て無料のＰＣＲ検査等を受検し、自己の感染状況を確認した上で参加する

よう通知した。 

 

３ 実施上の課題と対応 

  文部科学省から示された考え方に基づき、学校教育活動の内容（授業、学校 

 行事、部活動など）ごとに適切に対応できるよう整理する必要があった。その 

 ため、県として、「県立学校版 新型コロナウイルス感染防止対策ガイドライ 

 ン」を策定し、活動ごとの対策等を具体的に整理した。 

  また、感染防止と教育活動の両立の観点から、緊急事態宣言等の発令・解除 

 など感染状況に応じた対応（対策の厳格・緩和）が必要であったことから、新 

型感染症専門家会議の意見等を踏まえ、県として対策レベルの変更を行った。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  感染防止の観点から、オンライン授業をはじめ教育活動におけるＩＣＴの 

 活用がより一層推進された。また、県立総合教育センターＨＰに「ＩＣＴ教育 

 ガイドライン」を掲載し、ＩＣＴ活用の考え方、学校教育活動を継続するため 

 のＩＣＴの活用、ＩＣＴを活用した新たな学びの創造について各学校等へ示 

 した。各学校においては、学校教育活動に制限が課される中、１人１台端末な 

 どを活用し、オンラインでの学習を組み合わせたハイブリッドな学習等を積 

 極的に取り入れ、児童生徒の学びの継続に取り組んだ。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  県立学校及び市町村教育委員会に対し、通知により周知した。 
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６ 自己評価 

  感染拡大時において、こうした学校教育活動の制限等の初期対応を徹底し 

 たことにより、さらなる感染拡大の防止に一定の効果があった。一方、長期間 

 に渡る学校行事や部活動への制限は、児童生徒の学校生活の充実に少なから 

 ず影響を与えた。 

  部活動については、近隣都県と比較して厳しい制限を実施したため、県外大 

 会等における公平性が担保されないなどの課題があった。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題及び国へ提言すべき事項 

  感染症の特性等の知見が得られた際には、速やかな情報提供を行うととも 

 に、感染防止対策としての学校教育活動の制限について、児童生徒への影響を 

 十分に考慮した上で、エビデンスに基づき、必要な対応方針を速やかに示すべ 

 きである。 

  部活動について、関東大会や全国大会といった都道府県を越えて広域から 

 の参加により実施される大会があることを踏まえ、当該大会の実施や参加に 

 係る制限や条件、さらには感染拡大時の学校における通常の活動の可否や制 

 限等について、全国的な視点から国が目安を示すべきである。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～ 

  「学校の新しい生活様式」～」（令和２年５月２２日付け文部科学省事務連 

  絡（最終改正令和５年５月８日）） 

 

９ 事業費・財源 

（１）令和２年度 

  事業名 「学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業」  

  予算額 令和２年度６月補正 ６２８，６６３千円 

  財 源 国庫補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  用 途 感染症対策用物品、学習保障（３密回避のＩＣＴ機器など） 

 

  事業名 「感染症対策等の学校教育活動継続支援事業」 

  予算額 令和２年度２月補正 ４２４，４０４千円 

  財 源 国庫補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  用 途 感染症対策用物品、学習保障（３密回避のＩＣＴ機器など） 
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  事業名 「修学旅行のキャンセルに伴う保護者負担軽減事業」 

       令和２年度 県立中・高等学校  ８１，９６５千円 

       令和３年度 県立中・高等学校 １２４，１２０千円 

             県立特別支援学校     ７８９千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  用 途 修学旅行キャンセルに伴う保護者負担軽減 

 

（２）令和３年度 

  事業名 「感染症対策等の学校教育活動継続支援事業」 

  予算額 令和３年度当初 １９８，９６３千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  用 途 学習保障（３密回避のＩＣＴ機器など） 

 

  事業名 「学校等における感染症対策等支援事業」 

  予算額 令和３年度２月補正 ４８７，８００千円 

  財 源 国庫補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  用 途 感染症対策用物品、学習保障（３密回避のＩＣＴ機器など）   

 

  事業名 「修学旅行のキャンセルに伴う保護者負担軽減事業」 

  予算額 令和３年度 県立中・高等学校 １２４，１２０千円 

            県立特別支援学校     ７８９千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  用 途 修学旅行キャンセルに伴う保護者負担軽減 

 

10 ５類移行に伴う対応 

 ・令和５年４月２８日、「５類感染症への移行後の学校における新型コロナウ

イルス感染症対策について」を通知。文部科学省通知で示された「感染が落

ち着いている平時においては、児童生徒の健康状況の把握、適切な換気、手

洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導以外の特段の感染症対策を講じる

必要がないこと」等を通知。 
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 ・令和５年５月１日、「新型コロナウイルス感染症の５類感染症への移行後の

学校教育活動について」を発出。国から、今後の学校教育活動については「単

にコロナ禍以前の姿に戻るのではなく、これまで制限されてきた学校教育

活動のうち真に必要なものを回復させるとともに、ＧＩＧＡスクール構想

の下で生み出されてきた多様な教育実践の工夫を取り入れることにより、

いわば新しい学びの在り方へと進化を図っていくことが重要」という考え

方が示され、今後は当該趣旨を踏まえ、５類移行後の学校教育活動に対応す

るよう通知した。 

 ・令和５年５月８日、「県立学校版 新型コロナウイルス感染防止対策ガイド

ライン～令和５年度～」（令和５年５月８日改定）を発出。国の省令改正や

衛生管理マニュアル改定を踏まえ、ガイドラインを改定し、通知した。 
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学びの保障・継続 

 

１ 概要 

  一斉臨時休業中の児童生徒の学びを保障するため、各学校においては学習 

 課題を配布するなど家庭学習の工夫を行うとともに、指導や状況把握を行っ 

 た。その後、順次学校が再開されると、教育課程の見直し、長期休業期間の短 

 縮、学習活動の重点化等により、学習の遅れを取り戻し、学びを保障・継続す 

 るための取組を行った。 

また、学びを保障するツールとして、令和２年度に国のＧＩＧＡスクール構

想の後押しもあり、学校にはインターネット回線や児童生徒１人１台パソコン

の整備などのオンライン学習環境が整備された。 

オンライン学習環境の整備後は、学校ごとの臨時休業措置や濃厚接触者に特

定されたこと等により登校できない児童生徒に対するオンラインによる同時

双方向通信授業などの実施や、対話などが制限されていた中、授業などにおけ

るＩＣＴを活用した新たな学習の実施が可能となり、家庭学習の充実と合わせ、

感染状況や一人一人の児童生徒の状況に対応した学びの保障・継続を行うこと

が可能となった。 

 

 

２ 経緯・取組内容 

（１）一斉臨時休業への対応 

  一斉臨時休業中における家庭学習については、各教科等において、指導計画

を踏まえながら、教科書とそれを基にした学習プリント等による家庭学習を

実施した。児童生徒１人１台のパソコン端末等の整備が過渡期であったため、

学校によっては、学習プリントの郵送、教員による可能な範囲での家庭訪問等

を実施した。一斉休校再開後は、家庭学習（予習や復習）と学校で実施する授

業との関係を整理し、家庭学習の目的を児童生徒に理解させた上で、授業計画

を見直すなど、学習効果が一層上がるように工夫を行った。 

  また、休業中における登校日の設定、学校行事の見直し及び夏休みなどの 

長期休業期間の短縮等により授業時数を確保し、学びの保障・継続を図った。 

 

（２）１人１台パソコン等の学習環境を踏まえたＩＣＴを活用した学びの創造 

  家庭学習や感染防止を踏まえた授業等を実施するに当たり、教職員向け  

に家庭学習用の学習プリント集の掲載、児童生徒視聴用の学習動画の掲載  

を行うなど家庭科学習の充実を図った。また、「ＩＣＴ教育ガイドライン」を



346 

 

掲載し、ＩＣＴ活用の考え方、学校教育活動を継続するためのＩＣＴの活用、

ＩＣＴを活用した新たな学びの創造について各学校等へ示した。各学校にお

いては、児童生徒１人１台パソコン整備等の状況に合わせ、学級閉鎖や濃厚接

触者に特定されたこと等により登校できない児童生徒に対するオンラインに

よる同時双方向通信の授業を実施した。また、対話によるグループ学習の禁止

など感染防止対策として教育活動への制限が課される中、教室においてもＩ

ＣＴを活用してオンラインを併用した新しい学習を積極的に実施した。 

 

（３）学習評価について 

  国の通知により、学校に登校できない児童生徒に対し、指導計画等を踏まえ

ながら家庭学習を課し、教師がその学習状況や成果を確認し、学習評価に反映

することができるとされた。そのため、臨時休業等により授業ができない場合

は、家庭学習や小テストを実施し、それらの取組姿勢なども踏まえて総合的な

学習評価を行った  

 

３ 実施上の課題と対応 

  一斉臨時時休業中やその後の学校再開当初は、家庭学習について、学習課題 

 に対するきめ細やかな指導や状況把握を行うことに課題があった。また、必要 

 な感染対策を行ながらの学習活動においては、対話によるグループ学習が制 

 限されるなどの課題もあった。１人１台端末が配備されたことで、ＩＣＴを活 

 用し、学習状況の把握やグループでの学習も工夫しながら実施することがで 

 きた。 

 

４ ＩＣＴの活用 

  県のＨＰ・県立総合教育センターＨＰを活用した情報提供等を行った。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

 ・県のＨＰにおいて「新型コロナウイルス感染防止に関するガイドライン」 

  や通知等の周知（随時更新）。 

 ・県立総合教育センターＨＰを活用した学習支援に係る情報提供（随時更

新）。 

 

６ 自己評価 

  県として児童生徒向けの学習動画を充実させるととともに、学校向けに教 

 育活動を継続するためのＩＣＴの活用やＩＣＴを活用した新たな学びの創造  

 を学校に示すことで、児童生徒の保障・継続が図れた。 
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  また、臨時休業や出席停止により登校できない児童生徒の学びの保障・継続 

 に対して、パソコン等が未整備の段階では、プリントの郵送等の手段しか取り 

 得なかったが、その後の整備等の進捗により、校内一斉のオンライン授業な  

 ＩＣＴを活用した学習を実施することが可能となり、学びの保障・継続に繋が 

 った。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題・国へ提言すべき事項 

  ＩＣＴを活用した授業の実施は、児童生徒の学びの保障・継続に有効であり、 

 今後も、端末更新やネットワーク環境の整備に係る財政支援が必要である。ま 

 た、通常時におけるオンライン授業の実施範囲（受信側の生徒数の人数等）や 

 単位認定の扱いなどについて、児童生徒のみならず教員にも感染が拡大する 

 場合に備えて、予め十分検討の上、再構築すべきである。 

 

８ 根拠法令・事務連絡等 

 ・「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた学校教育活動等の実施にお 

  ける「学びの保障」の方向性等について（通知）」（令和２年５月１５日付け

２文科初第２６５号文部科学省初等中等教育局長通知） 

 ・文部科学省令和２年６月５日公表資料 

  「新型コロナウイルス感染症対策に伴う児童生徒の「学びの保障」総合対策 

  パッケージ」 

 ・文部科学省作成 

  「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイド 

  ライン（令和４年４月１日時点）」 

 

９ 事業費・財源 

（１）令和２年度 

  事業名 「学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業」  

  予算額 令和２年度６月補正 ６２８，６６３千円 

  財 源 国庫補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  用 途 感染症対策用物品、学習保障（３密回避のＩＣＴ機器など） 

 

  事業名 「感染症対策等の学校教育活動継続支援事業」 

  予算額 令和２年度２月補正 ４２４，４０４千円 

  財 源 国庫補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  用 途 感染症対策用物品、学習保障（３密回避のＩＣＴ機器など） 
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（２）令和３年度 

  事業名 「感染症対策等の学校教育活動継続支援事業」 

  予算額 令和３年度当初 １９８，９６３千円 

  財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  用 途 学習保障（３密回避のＩＣＴ機器など） 

 

  事業名 「学校等における感染症対策等支援事業」 

  予算額 令和３年度２月補正 ４８７，８００千円 

  財 源 国庫補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  用 途 感染症対策用物品、学習保障（３密回避のＩＣＴ機器など） 

 

10 ５類移行に伴う対応 

 ・令和５年５月８日、「県立学校版 新型コロナウイルス感染防止対策ガイド

ライン～令和５年度～」（令和５年５月８日改定）を発出。国の省令改正や

衛生管理マニュアル改定を踏まえ、ガイドラインを改定し、通知した。ガイ

ドラインには、「やむを得ず学校に登校できない児童生徒に対するＩＣＴ活

用等による学習指導について」を引き続き明記し、感染不安や臨時休業等に

よりやむを得ず登校できない児童生徒に対するＩＣＴを活用した積極的な

オンライン学習の実施等を行うこととしている。 

 ・令和５年６月、以下の事項について国に要望した。 

  ①臨時休業や出席停止等によりやむを得ず学校に登校できない児童生徒が 

   オンラインによる学習した場合の出欠の取扱いについて、特例として出 

   席の扱いとすること 

  ②児童生徒が自宅でオンライン学習をする際の通信費への財政措置 
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私立学校における感染防止対策 

 

１ 概要 

  私立学校における感染防止対策は学校法人が主体的に行うことから、各私

立学校に対して学校における感染予防対策や感染症が発生した場合の対応等

について速やかに情報提供を行うとともに、各学校の感染状況や臨時休業の

実施状況、臨時休業中の児童生徒への支援などについて把握に努めた。 

  また、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等を活用し、

私立学校に対して、感染症対策の強化に必要な保健衛生用品等の購入経費へ

の補助や、コロナ禍における物価高騰等の状況を踏まえた光熱費や給食費の

価格高騰分の補助等を実施した。 

  

２ 経緯・取組内容   

（１）情報提供 

  令和２年２月２７日に小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校における

全国一斉の臨時休業を要請する方針が内閣総理大臣から示された。これを受

けて、本県所管の私立学校に対して文部科学省の通知を速やかに周知すると

ともに、感染拡大防止の趣旨を踏まえ、臨時休業の実施を依頼した。 

  その後、県立学校の再開に合わせて、私立学校に対しても、感染予防や保健

指導の徹底を図りつつ学校の再開を進めるよう依頼した。その際、私立学校は

通学エリアが広く、公共交通機関を利用している児童、生徒が多いことから、

授業の開始時間の変更など、通学時の感染予防についても留意するよう依頼

した。 

  令和３年１月７日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいた緊急

事態宣言が本県を含む１都３県に発出された際には、私立学校においても感

染者の報告が急増しており、同一クラス内、同一部活内での感染も確認されて

いたため、県立学校と同様、部活動の原則中止等の措置を依頼した。令和３年

３月２１日の緊急事態宣言の解除に当たっても、引き続き県立学校と同様の

措置を取るよう依頼した。 

  その後の令和３年４月１６日のまん延防止等重点措置の適用、令和３年７

月３０日の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいた緊急事態宣言の

発出及び令和４年１月１９日のまん延防止等重点措置の適用の際にも、私立

学校に対して文部科学省や県教育委員会の通知を速やかに情報提供するとと

もに、県立学校と同様の対応を依頼した。 
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（２）感染状況等の把握 

  私立学校における感染状況を把握するため、生徒等及び教職員に陽性者が

発生した場合や臨時休業を実施した場合は、私立学校法第６条の規定に基づ

き速やかに県に報告するよう依頼した。また、陽性者発生に伴いオンライン授

業の実施や部活動の停止等の措置を行った場合も、併せて報告するよう依頼

した。 

  各私立学校からの報告により把握した感染状況については、知事をはじめ

とする県幹部に随時報告するとともに、毎週の朝のコロナミーティングにお

いても１週間の状況を取りまとめて報告した。 

 

（３）支援の取組 

  私立高等学校等に対しては、私立学校運営費補助の一部で、学校の再開に当

たって補習等を行うための人件費の補助、教職員を対象とした抗原検査キッ

トの配布、コロナ禍における物価高騰等の状況を踏まえた光熱費の価格高騰

分の補助等を実施した。また、学校給食費等保護者負担軽減事業費において、

給食費の価格高騰分の補助を実施した。 

  私立幼稚園に対しては、幼児教育の質の向上のための緊急環境整備補助に

おいて、幼稚園による保健衛生用品の購入や新型コロナウイルス感染症対策

実施のためのかかり増し経費に対する補助を行った。 

  保護者に対する支援として、新型コロナウイルス感染症の影響等により家

計が急変した世帯等に対する授業料等に対する支援を行った。 

  なお、国補助事業である学校保健特別対策事業費補助金、私立学校施設整備

費補助金及び私立学校情報機器整備費補助について、私立学校からの申請の

取りまとめ等を行った。 

 

３ 実施上の課題と対応 

  教育局において公立学校に対する方針が決定された後、私立学校に対する

方針を検討した上で通知するというプロセスを経たため、公立学校と比較す

ると通知に若干のタイムラグが発生することがあった。 

  そのため、私立学校の特性（建学の精神に基づく教育を実施していること、

通学エリアが広く公共交通機関を利用している児童・生徒が多いこと等）をあ

らかじめ課内で見える化し、共有することにより、私立学校に対する方針を速

やかに決定できる体制を整えた。 

  国に対しては、学校等における感染症対策等支援事業等の継続や学習者用

端末の維持費及び更新費への財政支援等に関して以下の緊急要望を行った。 

  令和４年 ６月 ２日 緊急要望 
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  令和４年１１月１７日 緊急要望 

 

４ ＩＣＴの活用 

  県のホームページを活用した情報提供を行った。また、各私立学校に対する

支援の実施に当たっては、電子メールや電子申請システムを活用し、速やかな

補助の実施に努めた。 

 

５ 広報・関係機関への周知 

  県ホームページにおいて、「新型コロナウイルス感染症に係る私立学校宛て

通知」を掲載した。各私立学校の他、埼玉県私立学校総連合会などの私学団体

とも情報共有を積極的に行った。 

 

６ 自己評価 

  国や教育局の動向を注視し、各私立学校等へ速やかに情報提供を行うとと

もに、各学校の感染状況を把握し、必要な支援の実施を行うことができた。 

 

７ 新興感染症の感染拡大時の対応における課題・国へ提言すべき事項 

  私立学校における感染防止対策は学校法人が主体的に行うことから、各私

立学校へ必要な情報を速やかに伝達する必要があったが、新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大時においては、教育活動におけるマスク着脱のエビデン

スに基づく基準が示されないなど、統一的に示されるべき国の方針が明確で

なかった。 

  したがって、新興感染症の感染拡大時においては、学校の教育活動の継続や

実効性のある感染症対策について、国は明確な方針を速やかに示すこと。また、

県において実効性のある感染症対策を行うための財源についても国は速やか

に措置すること。 

  一部の私立学校において、全校児童・生徒が参加する双方向通信によるオン

ライン授業（完全オンライン授業）を実施したが、感染症流行による臨時休校

時のオンライン授業の運用について、学校保健安全法や学習指導要領に明確

な規定がなかったため、学校が出欠席や単位認定の対応に苦慮する事例があ

った。 

  したがって、国は完全オンライン授業の実施のための財源を措置するとと

もに、法令上の位置づけや運用について明確にすること。 

   

８ 根拠法令・事務連絡等 

  私立学校法 
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  学校保健安全法 

  私立学校振興助成法 

   

９ 事業費・財源 

  事業名 幼児教育の質の向上のための緊急環境整備補助（一部） 

  事業費 令和元年度  ２２，８４７千円 

      令和２年度 ２９３，３７５千円 

      令和３年度 １２４，１３０千円 

      令和４年度 １０２，８５５千円 

  財  源 国庫補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  内 容 新型コロナ感染症対策に伴う保健衛生用品等購入費やかかり増し

経費の補助。 

 

  事業名 私立学校運営費補助（一部） 

  事業費 令和２年度 １３３，５３６千円 

      令和３年度 １００，３１６千円 

      令和４年度 ３１１，９４２千円 

  財  源 国庫補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、 

      一般財源 

  内 容 臨時休業していた私立学校の再開に当たり補習等を行うための人

件費の補助、教職員を対象とした抗原検査キット配布事業、光熱費等

高騰対策支援補助等。 

 

  事業名 埼玉県私立高等学校奨学のための給付金事業（一部） 

  事業費 令和２年度 １１６，９２９千円 

  財  源 国庫補助金 

  内 容 低所得世帯の家庭学習を支えるための通信費相当分の補助、支給

単価の増額による追加支援。 

         

    事業名 私立学校父母負担軽減事業補助（一部） 

  事業費 令和２年度 ７，１９０千円 

  財  源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  内 容 専門学校生を対象とした新型コロナの影響による家計急変世帯へ

の支援。 
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  事業名 学校給食費等保護者負担軽減事業費 

  事業費 令和４年度 ３，９８５千円 

  財  源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

  内 容 私立学校に対する給食費の価格高騰分の補助。 

 

※以下の国補助事業について、県で取りまとめ等を行った 

  事業名 学校保健特別対策事業費補助金 

  事業費 令和２年度 １９８，０１０千円 

      令和３年度  ７０，０２７千円 

      令和４年度  ３６，５０４千円 

  内 容 修学旅行のキャンセル料等支援事業、学校等における感染症対策

への支援事業等 

 

  事業名 私立学校施設整備費補助金 

  事業費 令和２年度 ６８，４７１千円 

      令和３年度 ５９，６０４千円 

      令和４年度 ７０，９５６千円 

  内 容 感染症対策のためのトイレの乾式化の改修支援等 

 

  事業名 私立学校情報機器整備費補助金 

  事業費 令和２年度  １５，４０６千円 

      令和３年度  ２６，７７３千円 

      令和４年度   ３，３５８千円 

  内 容 臨時休業時の遠隔学習のために学校が使用するカメラやマイクへ

の支援事業等 

 

10 ５類移行に伴う対応 

（１）情報提供等 

  新型コロナウイルス感染症が令和５年５月８日に感染症法上の５類感染症

に移行されることに伴い、文部科学省において学校保健安全法施行規則の改

正や衛生管理マニュアルの改定が行われた。また、教育局においても「新型

コロナウイルス感染防止対策ガイドライン」の改定が行われた。 

  私立学校に対しては、こうした情報を速やかに周知するとともに、５類移行

後においても引き続き基本的な感染対策に努めるよう依頼した。 

  その後、文化祭等の学校行事による学校での感染拡大が疑われる事例が発

生したことから、学校行事実施における感染防止対策の徹底とともに、来校
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する児童生徒・保護者・教職員等への注意喚起を改めて依頼した。夏季休業

終了後の学校再開に当たっては、児童生徒及び教職員の安全を確保しながら、

教育活動を継続できるよう、感染防止対策の徹底を通知した。 

  令和５年９月８日に保健医療部及び教育局が「イベントでの感染対策のお

願い」の報道発表を行った際には、私立学校に対してリーフレット等を周知

し、学校行事を含むイベントに来場する際の基本的な感染防止対策への協力

を呼び掛けた。 

  令和５年９月２０日から新型コロナワクチンの「秋開始接種」が開始される

に当たり、私立学校に対して周知を行った。 

 

（２）国への要望 

  令和５年６月、以下の事項について国に要望した。 

  ①児童生徒が自宅でオンライン学習をする際の通信費については、国の責

任において児童生徒全員を対象とした財政措置を行うこと。 

  ②新たな変異株等の発生時は、当該感染症の特性等の知見の収集及び情報   

提供を行うとともに、特性等を踏まえた臨時休業の目安、児童生徒の出席   

停止の考え方及び学校教育活動に対する制限等、必要な対応方針をエビ   

デンスに基づき速やかに示すこと。 


